
代理受領制度が使えます
代理受領制度は、申請者との契約により耐震改修工事等を実施した工事業者が、申請者の委任を受
けて補助金の受領を代理で行うことができる制度です。本制度の利用により、申請者は工事費等から
補助金を差し引いた金額を用意すればよく、支払い時の費用負担が軽減されます。

【手続き方法】補助金の額の確定後に、代理受領に関する請求書及び委任状を提出してください。

◆代理受領のイメージ（耐震改修工事費５００万円、補助金１００万円の場合）

【代理受領制度】【通常】

①工事費５００万円をお支払い

②補助金１００万円を申請者に振込み

申請者 工事業者

木津川市

【利用可能な補助制度】 耐震改修Ａ・Ｂ、耐震シェルター設置、簡易耐震改修

①工事費４００万円をお支払い

②補助金１００万円を工事業者に振込み

申請者 工事業者①

② 木津川市

①

②
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